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時要援護者の避難支援対策の促進をその一つとして位置づけたところです。 

 つきましては、貴都道府県におかれましても、災害時要援護者に対する避難支

援対策の重要性について、あらためてご理解をいただき、管内の市区町村におい

て、平成２１年度までを目途に、避難支援の対象者の範囲、自助・共助・公助の

役割分担、要援護者情報の収集・共有の方法、避難準備情報等の発令・伝達、支

援体制など、災害時要援護者対策の取組方針を明らかにした「避難支援プランの

全体計画」などが策定されるようご通知をお願いいたしますとともに、別添２の

先進県の事例を参考に、関係部局が連携しながら、管内の市区町村に対する格別

の支援と協力をお願いいたします。 

 また、「避難支援プランの全体計画」に盛り込む事項としては、別添３に掲げ

たものが例として考えられるところでありますが、今後の市区町村の取組みの参

考として、おって、国においてモデル計画をお示しすることとしておりますので、

申し添えます。 

さらに、「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施につ

いて」（平成 19 年 8 月 10 日付雇児総発第 0810003 号、雇児育発第 0810001 号、

社援総発第 0810001 号、社援地発第 0810001 号、障企発第 0810002 号、老総発第

0810001 号）及び「市町村地域福祉計画の策定について」（平成 19 年 8 月 10 日付

社援発第 0810001 号）でお示ししたとおり、要援護者に対する日頃からの取組み

が重要であることから、市町村地域福祉計画において、地域における要援護者に

係る情報の把握・共有及び支援に関する事項を具体的に盛り込むよう、管内の市

町村に周知及び支援していただきますようお願いいたします。 

加えて、地球温暖化等の新たな要因による災害リスクの増大が懸念されるなか、

災害時要援護者の被害を未然防止し軽減していく上で、基本となる各種の社会資

本の整備を着実に進めるとともに、「避難支援プラン」の作成に不可欠なハザー

ドマップの整備等が必要であります。 

つきましては、平成１７年に災害時要援護者支援等の観点から改正された水防

法や土砂災害防止法等に基づき、市区町村において、地域防災計画の見直しによ

り、災害時要援護者関連施設に対する洪水予報等の伝達方法や土砂災害警戒情報

を活用した避難勧告等の発令基準の設定等を定めるとともに、洪水・土砂災害・

津波・高潮に対するハザードマップの作成・公表、土砂災害警戒区域等の設定、

防災訓練の実施などの措置が促進されますよう、市区町村を支援していただきま

すようお願いいたします。 

 

 お問い合わせ先 
○内閣府（防災担当）災害応急対策担当   
 〒１００－８９６９ 
  東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館３階 
  電話：０３－３５０１－５６９５ FAX：０３－３５０３－５６９０ 
○総務省消防庁国民保護・防災部防災課  
 〒１００－８９２７ 
  東京都千代田区霞が関２－１－２ 
  電話：０３－５２５３－７５２５ FAX：０３－５２５３－７５３５ 
○厚生労働省社会・援護局総務課 災害救助・救援対策室  
 〒１００－８９１６ 
  東京都千代田区霞が関１－２－２  
  電話：０３－３５９５－２６１４ FAX：０３－３５９５－２３０３ 
○国土交通省河川局防災課 
 〒１００－８９１８ 
  東京都千代田区霞が関２－１－３ 

電話：０３－５２５３－８４５９ FAX：０３－５２５３－１６０７ 



自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すために早急に取り組むべき施策 

災害の 

種類 

過去１０年の

犠牲者数 

犠牲要因の分類 

（人数は過去１０年の犠牲者数） 

早急に取り組むべき施策群 

（ハード施策：○ ソフト施策：●） 

（家や建物が倒壊・延焼しないように） 

○ 住宅・建築物の耐震化の一層の推進【国土交通省】 

→平成 27 年までに、高齢者や障害者をはじめとする低所得者の住宅に係る耐震改修等に対する補助金の地域要件・建物要件の撤廃や補助率の拡充等によ

り、住宅・多数の者が利用する建築物の耐震化率を９割まで引き上げ、住宅・建築物等の倒壊による被害の軽減を図る（平成 15 年度末：75%）。 

○ 公立学校施設の耐震化の一層の推進【文部科学省】  

→耐震診断を早急に進めるとともに、大規模な地震が発生した際に倒壊又は崩壊の危険性の高い公立小中学校施設（約１万棟）について、今後５年を目途

に、地方公共団体の実施する耐震化の推進を図る。 

○ 密集市街地の整備促進【国土交通省】 

→平成 23 年度までに、地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地について、防災公園等の面的整備や耐火建築物への

建替の促進等により、避難困難者が生じず人的被害が殆ど生じない水準（街区内の不燃領域率 40％以上）を確保する（平成 17 年度末においては 28.8%

について確保済）。 

（少しでも早く揺れに備えられるように） 

● 緊急地震速報の利活用促進と全国瞬時警報システムの整備推進【内閣府、消防庁、文部科学省、気象庁】 

→平成 19 年 10 月 1 日より一般提供を開始した緊急地震速報について、たとえ数秒間の猶予でも揺れに備えることが犠牲を防ぐために大切であることを広

く認識してもらう観点から、さらなる周知・広報に取り組むとともに、百貨店、鉄道、病院等の多数が利用する施設での利活用を各省連絡会議を通じて

促進する。また、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備推進により、より多くの住民に緊急情報を瞬時に伝達することができるようにする。 

（一刻も早く助けられるように） 

● 緊急消防援助隊や警察広域緊急援助隊の充実強化【警察庁、消防庁】 

→平成 20 年度までに、大規模災害時に他の地域から被災地の支援にあたる緊急消防援助隊を約 4000 隊登録する（平成 19 年 4 月 1日現在 3751 隊）。また、

ウォーターカッター等の高度な機能を備えた特別高度工作車を全国的に配備し、空白地域の解消を図る。さらに、警察広域緊急援助隊についても、部隊

の練度向上や装備資機材の充実強化を図る。 

● 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の強化【厚生労働省】 

→平成 23 年度までに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に係る研修を重点的に進め、1000 チームまで増強し（現在 386 チーム）、東南海・南海地震等の広

域的な地震が発生した場合にも（217 チームが必要と想定）所要の人員を被災地外の他の地域から確保できるよう、災害救助体制を強化する。 

地震 
９０人 

(7.6%） 
 

 

 
地震による建物倒壊・火災 ２０人 
【事例のイメージ】 

昔ながらの古い家が建ち並ぶ密集市街地で建物崩壊に

より窒息死、圧死 

【近年の被災事例や被害想定】 

「阪神・淡路大震災」においては、地震発生直後の犠牲

者の８割以上が建築物の倒壊による窒息死、圧死であっ

た。また、中央防災会議では、特に発生の切迫性の高い

東海、東南海・南海、首都直下等の大規模地震について

被害想定を実施してきたところであるが、いずれも甚大

な死者数が、建築物の倒壊を直接的な原因として発生す

るものと想定された。(H19 防災白書 p.93) 

 

 
震災後の避難所での関連死 ４０人 
【事例のイメージ】 

自宅のある地域から離れた避難所で数ヶ月に及ぶ避難

生活を強いられた結果、ストレスにより体調を崩し、心

不全等で死亡 

【近年の被災事例や被害想定】 

「平成１６年新潟県中越地震」においては、犠牲者 68

人のうち13人(19.1%)が避難生活でのストレス等が原因

で死亡し、広く地震によるショックやストレス等で死亡

した人を含めれば、36 人(52.9%)に上る。 

 

その他 ２６人 
地震後の疲労・過労等で 8人、土砂崩れで 7人、容態・

持病の悪化で 6人など。 

 

要因不明 ４人 
 

（安心して避難生活を送れるように） 

● 避難所等における健康対策の実施【厚生労働省】  

→エコノミークラス症候群や廃用症候群の発症予防、食中毒等感染症発生防止、人工透析患者や難病患者等への医療の確保について、被災都道府県等に対す

る通知の発出やマニュアルの配付等による情報提供を行うなど必要な対策を実施し、避難所等における高齢者等の健康対策を推進する。 

● 防災ボランティア活動の環境整備【内閣府】 

→平成 20 年度までに、携帯電話やインターネットの活用も念頭においたシステムの構築等の可能性について調査・検討を行うことにより、ボランティア

活動の需給ミスマッチなどのボランティア活動に関するボトルネックの解消を図っていく。 

火山 

 

 

 

０人 

（0.0%） 
※昭和 63 年から平成
9 年までの 10 年間に
おいては、57 人が死
亡 

 

 
火山噴火による火砕流や噴石の直撃 ０人 
【事例のイメージ】 

どのような対応をとったらよいか分からず自宅にとど

まっていたお年寄りが火砕流等により死亡 

【近年の被災事例や被害想定】 

平成 2 年からの雲仙岳噴火の際には火砕流等により 44

人の犠牲者を出した一方、平成 12 年の有珠山噴火に際

しては、事前の緊急火山情報の発表と、ハザードマップ

による適切な住民避難が行われたことで、人的被害が発

生しなかった。 

 

 

（被害に遭う前に逃げられるように） 

● 避難体制の充実による火山防災対策の推進【内閣府】 

→平成 20 年度までに、有識者による検討会において個別の代表的な火山の事例を検証し、噴火時等の避難体制の指針等を策定し、これを踏まえて、火山

防災マップの活用等による避難体制の充実を図る。 

● 噴火時等の避難体制に対応した噴火警報への改善【気象庁】 

→平成 20 年度までに、防災対応が必要な 25 火山について、これまで噴火規模により区分していた「火山活動度レベル」を改め、避難行動等の防災対応を

踏まえた区分である「噴火警戒レベル」を導入する（その後も順次必要な火山に導入）。 

● 防災行政無線を活用した緊急情報伝達の充実【消防庁】 

→市町村防災行政無線（同報系）の整備を促進するとともに、防災行政無線を活用した全国瞬時警報システム（J-ALERT）の普及を促進することにより、

サイレンによる住民への緊急情報覚知の早期化を目指す。 

別添１ 



（注）「過去１０年の犠牲者数」及び 「犠牲要因の分類」欄中の犠牲者数は、平成 10 年 1 月～平成 19 年 12 月 6 日現在の自然災害による死者・行方不明者数について、消防庁資料等をもとに内閣府において整理・再集計したものである。 

また、風水害と雪害について、内閣府が被害報を取りまとめていない局所的な災害等についての犠牲者については、「不集計」として記載した。 

（がけが崩れないように） 

○ 人命保全を第一に考えた土砂災害対策の推進【国土交通省】 

→平成 29 年度までに、高齢者や障害者が入居・入院する施設や防災拠点、避難所など、人命を守る効果の高い箇所（5200 箇所）について対策を講じ（約

2200 施設については実施済）、また、土砂災害特別警戒区域の指定の促進を通じて危険箇所の増加を抑制し、人的被害を回避・軽減する。 

（あらかじめ万全の備えができるように） 

● 土砂災害に対するハザードマップの作成・防災訓練実施の推進【内閣府、国土交通省】 

  →平成 24 年度までに、土砂災害危険箇所が存在する全市町村において土砂災害ハザードマップが作成・訓練(現在 16%)されるよう促進し、住民の避難訓練

等に活用することにより、普段から防災情報の共有を徹底する。このため、地方公共団体が容易にハザードマップを作成できる支援ツールの整備等を行

う（以下の※部分に再掲）。 

● 台風・豪雨等に関する気象情報の充実【気象庁】 

→平成 21 年度までに、５日先までの台風予報を実施するとともに（現在は３日先）、平成 22 年度までに、市町村を単位としたきめ細かい警報等の発表を

行うことにより（現在は県単位）、地域ごとに、より早い段階からの備えを可能とする。 

（避難ができない高齢者なども逃げられるように） 

● 災害時要援護者の避難支援対策の促進【内閣府、消防庁、厚生労働省、国土交通省】 

→国による市町村モデル計画の策定や全国キャラバンの展開等を通じ、平成 21 年度までを目途に、市町村において要援護者情報の収集・共有等を円滑に

進めるための避難支援プランの全体計画などが策定されるよう促進し、災害時要援護者が安全に避難するための支援体制を確立する。 
風水害 

６５４人 

(54.9%) 
 

 

 
台風や大雨による土砂災害 １６０人 
【事例のイメージ】 

台風の際に裏山が崩れて一家全員生き埋め死 

【近年の被災事例や被害想定】 

地すべり、土石流、がけ崩れといった土砂災害は、その

原因となる土砂の移動が強大なエネルギーを持つとと

もに、突発的に発生することから、人的被害につながり

やすい。(H19 防災白書 p.179) 

 
 
台風や大雨の際の外出時の事故 １７２人 
【事例のイメージ】 

台風の際に自分の田んぼを見回っていたおじいさんが

誤って水路に転落死 

【近年の被災事例や被害想定】 

「平成１６年台風２３号」に際しては、犠牲者 98 人の

うち、45 人（45.9%）が外出時に用水路に転落したこと

等が原因で死亡し、田んぼや係留している船の見回り等

のために外出したことが明らかな犠牲者だけでも、14 人

(14.3%)に上る。 

 

その他 １４２人 
倒木等で 29人、自宅や車の水没等のための溺死で 27人、

屋根からの落下等で 19 人、強風に煽られての転倒等で

14 人など。 

 

要因不明・不集計 １８０人 

（危険な外出を避けられるように） 

● 水位情報や浸水情報の提供の充実【国土交通省】 

→平成 21 年度までに、全ての国直轄河川(約 350)と主要な都道府県管理河川(約 2000)に避難勧告の判断の目安となる「避難判断水位」を設定するととも

に、平成 24 年度までに、浸水想定区域や到達予測時刻などの時々刻々の変化がインターネット等でわかる「動く浸水想定区域図」の一般提供又は、は

ん濫区域と水深についての予報を一級水系の約 70％で実施し、外出の危険性を住民が実感をもって確認できるようにすることにより、迅速な避難に役立

てるとともに、見回り事故を防止する。 

● 洪水や高潮に対するハザードマップの作成・防災訓練実施の推進【内閣府、農林水産省、国土交通省】 

  →平成 24 年度までに、全国の主要な河川の浸水想定区域内の全市町村における洪水ハザードマップの作成・訓練(現在 4%)とゼロメートル地帯を含む全市

町村における高潮ハザードマップの作成・訓練(現在約１割)がなされるよう促進し、住民の避難訓練等に活用することにより、普段から防災情報の共有

を徹底する。（※上記再掲） 

（地域一体となった備えができるように）  

● 消防団、水防団の充実強化【消防庁、国土交通省】 

→「消防団協力事業者表示制度」の導入や「水防専門家派遣制度」の活用によって、団活動の理解向上や活動の活性化を図り、消防団員については 100 万

人（女性消防団員 10 万人）の確保を目標として、地域防災力の向上を図る。 

雪害 
４３４人 

(36.4%) 
 

 

 
豪雪時における除雪中の事故 １１３人 
【事例のイメージ】 

豪雪地帯の老夫婦世帯において、おじいさんが屋根の雪

下ろし中に転落死 

【近年の被災事例や被害想定】 

「平成１８年豪雪」においては、屋根の雪下ろし等の除

雪作業中の死者が全体の約 3/4 を、65 歳以上の高齢者の

死者が全体の約 2/3 を占めている。(H19 防災白書 p.29) 

 

その他 ４０人 
落雪等で 20 人、家屋の倒壊による生き埋めで 7 人、除

雪車に轢かれる等で 5人など。 

 

要因不明・不集計 ２８１人 

（無理をせず、地域の助け合いで除雪ができるように） 

● 豪雪地帯における克雪体制の整備【国土交通省】 

→平成 20 年度までに、市町村雪対策計画の策定マニュアルや共助による安全・効率的な雪処理方策マニュアルを策定し、これらの普及等を通じて、何ら

かの計画に位置付けること等によりすでに雪対策に取り組んでいる市町村を中心に、特別豪雪地帯の７割の市町村について、平成 21 年度までを目標に

高齢者が無理をすることなく除雪ができる体制を整備する（平成 24 年度を目途に特別豪雪地帯の全 202 市町村について整備）。また、流雪溝、融雪装置、

冬期共同住宅などの克雪、交流、高齢者支援のための先導的な施設整備へ補助を行うとともに、地域住宅交付金を活用し、地方公共団体が進める克雪住

宅の整備を支援する。 

● 消防団による災害防除のための雪害対策【消防庁】 

→消防団が災害防除のための除雪・雪下ろしなどの雪害対策を実施する。 

● 自衛隊による雪害対策への支援【防衛省】 

→自衛隊が災害派遣の枠組みの下で地元のニーズをより一層踏まえた形で除雪・雪下ろしなどの雪害対策への支援を実施する。 

○ 道路の雪寒対策【国土交通省】 

→除雪車等による道路上の除排雪（除雪）、雪崩や地吹雪を防止する施設、チェーン着脱場等の整備（防雪）、流雪溝、堆雪幅の整備等（凍雪害防止）によ

り、道路上での事故の可能性を軽減する。 

 

その他 
１４人 

(1.2%) 

 

 

 

合計 
１１９２人 

(0.0%) 

  

今回取りまとめた政府の取組はもとより、自分の身は自分で守る「自助」や地域で

助け合う「共助」も大切 



 別添２  
 

市区町村の災害時要援護者対策に対する 

都道府県の支援について（取り組み例） 

 

 

○ マニュアル・指針・手引き等の策定 

○ モデル事業の実施 

地域支えあいマップづくり事業、先進的な市町村を選定し計画策定を支援、市町村と検討

会を開催 など 

○ 災害時要援護者支援の仕組みづくりに関する事業についての助成 

○ 個別指導等の実施 

   首長等への直接訪問、全市町村を対象とした研修会及び個別指導を実施、県の防災対

策推進員によるマップ作成の助言、防災に関する出前講座の開催、 など 

○ 講演会・説明会等開催 

有識者による講演会、避難支援プラン策定の要請、先進市町村による助言、先進市町村

の事例紹介、市町村の職員との意見交換会の開催  など 

○ 県の防災・福祉部局による検討会・支援班の設置 

○ 水防法・土砂災害防止法に基づく地域防災計画の見直しに関する支援 

   災害時要援護者関連施設の選定支援、説明会の開催、先進事例の紹介、市町村長等へ

の説明、相談窓口の設置 など 

○ 土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準設定の支援 

○ 洪水・土砂災害・津波・高潮ハザードマップの作成支援 

浸水想定区域の指定等による洪水ハザードマップの作成支援、土砂災害警戒区域等の

指定による土砂災害ハザードマップ作成支援、市街地における想定浸水深等の表示の推

進に関する支援、作成に対する補助 など 

 

 



 

 

 別添３  

 

「避難支援プランの全体計画」に盛り込む事項の例 

 

 

○基本的考え方（避難支援プランの目的、自助・共助・公助の役割分担等） 

 

○避難支援プランの対象者の考え方（範囲） 

 

○要援護者情報の収集・共有の方法 

 

○避難支援体制（市町村各部局（防災、福祉等）や関係機関（消防団、水防団、

自主防災組織、福祉関係者等）の役割分担等） 

 

○避難準備情報、避難勧告・指示等の発令・伝達方法 

 

○洪水・土砂災害・津波・高潮ハザードマップ等の整備・活用方法 

 

○避難誘導の手段・経路等 

 

○避難所における支援方法 

 

○要援護者避難訓練の実施 

 

○避難支援プラン（個別計画）の策定の進め方（策定の目標年次、策定方法等） 

 

 

 ※その他、要援護者マップの作成等災害時要援護者の避難支援対策を推進する

上で市区町村が有効と考える事項。 

 




